


「役員選挙投票用紙」の記入方法について 

 

1.投票用紙 

1)役員選挙投票用紙は、理事候補者（黄色）と監事候補者（ピンク色）の計２枚あります。 

2)本会で用意致しました役員選挙投票用紙以外での投票は無効とさせて頂きます。 

3)理事候補者用の投票用紙（黄色）には５名以内の①学校コード、②学校名、③氏名（＝

社員名）をご記入ください。 

4)監事候補者用の投票用紙（ピンク色）には 1 名の①学校コード、②学校名、③氏名（＝

社員名）をご記入ください。 

 

2.投票用紙入れ封筒（ピンク色の封筒） 

ご記入頂いた投票用紙は２枚ともピンク色の投票用紙入れ封筒に入れ、必ず封をして下さ

い。 

 

3.返信用封筒（外封筒：切手貼付の本会のブルーの封筒） 

1)上記 2 の投票用紙入れ封筒は、切手が貼付されている本会のブルーの返信用封筒（外封

筒）に入れて下さい。 

2)返信用封筒裏面には、①学校コード、②学校名、③選挙人である社員の氏名、④会員校

の住所を必ずご記入下さい。学校名、社員名、住所は印章による押印でも構いません。 

 

4. 上記 1～3の全てをご確認いただいてから投函するようにお願い致します。 

 

【参考：役員選出規程第９条（無効投票）】 

（１）正規の投票用紙及び封筒を用いないもの 

（２）返信用封筒（外封筒）に記名のないもの 

（３）返信用封筒（外封筒）の記名が選挙人でないもの 

（４）被選挙権を有しない者に投票したもの 

（５）定められた人数を超えて投票したもの 

（６）投票期限を過ぎてから到着したもの 

（７）記載あるいは表示されたものから判断不可能なもの 

（８）その他定款並びに本規程に反するもの 

 

投票締切日：平成 26年 4月 16日(水曜日)（当日消印有効） 


